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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
方
法

　
今
年
の
12
月
２
日
に
、
現
行
の
健
康
保

険
証
の
新
規
発
行
が
終
了
し
、
マ
イ
ナ
保

険
証
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
健
康
保

険
証
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
）
を
基
本
と

す
る
仕
組
み
に
移
行
し
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
で
き
な
い
人
に

は
、
病
院
を
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
る

資
格
確
認
書
を
発
行
し
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
使
う
メ
リ
ッ
ト
は
、

主
に
３
つ
あ
り
ま
す
。

◆
高
額
療
養
費
の
一
時
支
払
い
の
免
除

限
度
額
適
用
認
定
証
が
な
く
て
も
、
高

額
療
養
費
制
度
に
お
け
る
限
度
額
を
超

え
る
支
払
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
事
前
申

請
な
ど
も
不
要
で
す
。

◆
お
薬
や
診
療
の
履
歴
に
基
づ
い
た
よ
り

良
い
医
療
が
受
け
ら
れ
る

過
去
の
お
薬
情
報
や
健
康
診
断
の
結
果

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
治
療

に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
確
定
申
告
時
に
医
療
費
控
除
が
簡
単
に

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
ｅ
‐Ｔ
ａ
ｘ
に
連

携
す
る
こ
と
で
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で

医
療
費
通
知
情
報
の
管
理
が
可
能
と
な

り
、
デ
ー
タ
を
自
動
入
力
で
き
ま
す
。

医
療
費
の
領
収
証
の
管
理
・
保
管
は
不

要
で
す
。

　
安
全
性
に
つ
い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
は
保
険
証
情
報

や
医
療
情
報
自
体
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。

万
が
一
、
紛
失
し
た
場
合
に
は
い
つ
で
も

一
時
利
用
停
止
で
き
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
健
康
保
険
証

と
し
て
利
用
す
る
に
は
、
利
用
登
録
が
必

要
で
す
。
ま
だ
利
用
登
録
を
し
て
い
な
い

人
は
、
市
役
所
の
ほ
か
、
医
療
機
関
・
薬

局
の
受
付
に
設
置
さ
れ
て
い
る
顔
認
証
付

き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
や
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
、
セ
ブ
ン
銀
行
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
簡
単
に
登

録
が
で
き
ま
す
。

　
ぜ
ひ
マ
イ
ナ
保
険
証
を
使
っ
て
み
て
く

だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

国
民
健
康
保
険
の
人

国
保
年
金
課
国
保
年
金
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
４
６

後
期
高
齢
者
医
療
の
人

国
保
年
金
課
医
療
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
４
７

※
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
以

外
の
人
は
、
保
険
証
に
記
載
の
発
行
元

（
保
険
者
）
に
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
な

い
人
は
、
こ
の
機
会
に
申
請
を
お
願
い
し

ま
す
。
申
請
か
ら
受
け
取
り
ま
で
約
１
カ

月
程
度
か
か
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
方
法

◆
オ
ン
ラ
イ
ン
で
申
請

交
付
申
請
書
を
持
っ
て
い
る
場
合
は
、

交
付
申
請
書
の
二
次
元
コ
ー
ド
を
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
読
み
取
る
こ
と

で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が
で
き
ま
す
。

顔
写
真
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
撮
影

し
た
も
の
を
使
用
で
き
ま
す
。

◆
郵
送
で
申
請

交
付
申
請
書
に
顔
写
真
を
貼
付
し
、

郵
送
す
る
こ
と
で
申
請
で
き
ま
す
。

（
窓
口
に
提
出

も
で
き
ま
す
。）

◆
ま
ち
な
か
の
証
明
写
真
機
で
申
請

証
明
写
真
機
で
顔
写
真
を
撮
影
し
、

そ
の
ま
ま
申
請
で
き
ま
す
。

●
交
付
申
請
書
を
持
っ
て
い
な
い
場
合

住
所
地
に
郵
送
し
ま
す
。
市
役
所
に
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
に
つ
い
て

申
請
後
、
約
１
カ
月
後
に
カ
ー
ド
が
で

き
ま
す
。
受
け
渡
し
の
準
備
が
で
き
た

ら
、
市
か
ら
住
所
地
宛
て
に
交
付
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
。
必
要
書
類
を
持
っ

て
、
本
人
が
市
役
所
に
受
け
取
り
に
来

て
く
だ
さ
い
。

※
病
気
な
ど
の
た
め
、
本
人
の
受
け
取
り

が
困
難
な
場
合
は
、
代
理
受
け
取
り
が

可
能
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
受
付
・
サ
ー
ビ

ス
担
当
　

☎（
５
８
０
）１
８
４
２

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
登
録
を
お
願
い
し
ま
す市ホームページ

市ホームページ

マイナンバーカード
総合サイト

マイナンバーカード
総合サイト

マイナンバーカード
総合サイト

オンライン
申請が

オススメです！

　西鉄下大利駅の北側に環状交差点（ラウンドアバウト）が誕生し、10月26日㈯から暫定通行を開始します。
珍しい交差点なので、通行ルールを紹介します。ここでは例として、自動車で南から交差点に進入して、東に進
むケースについて、❶から❺の順に説明します。
※進入した道路から環道を通り、いずれの方向へも進めます。

　ラウンドアバウト交差点とよく似ているものとして、ロータリー交差点というものがあります。両者に
は、次のような違いがあります。

環状交差点（ラウンドアバウト）の通行ルール

●問い合わせ先
都市計画課都市計画担当　☎（580)1868

環状交差点［ラウンドアバウト］と円形交差点［ロータリー］の違い

ラウンドアバウト比較項目

標識板

環道への侵入時
優先交通

ロータリー

環状の交差点における
右回り通行

規制標識
ロータリーあり
警戒標識

一時停止不要・信号制御なし
環道を走行する車両

一時停止や信号制御あり
左側から進入する車両

歩行者が横断していない
か、左右を良く確認します。
歩行者がいれば、停車線の
前で停止します。

1

環道から退出する時は、軽車
両や二輪車の巻き込みに注意
しながら、左折の方向指示器
を表示して退出します。

4

歩行者が横断していないか
左右を良く確認します。

5

環道は、時計回りで通ります。
3

すでに環道を通っている車両がい
ないか、良く確認します。先に環
道を通る車両が優先です。環道を
通っている車両がいないことを確
認して、一時停止することなく、
環道に左折進入します。

2

環道

歩行者や左右の確認を！

2024年10月15日号 62024年10月15日号7 大野城市役所  〒816-8510 大野城市曙町2-2-1  コールセンター・（代）☎（501）2211  （501）2394 ☎　   市外局番の記載のない場合は全て（092）です。


